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入 札 説 明 書 

 

「 上溝ま ちづく り センタ ーＬ Ｅ Ｄ 照明器具修繕」 に係る 入札執行の公示に基づく 条件付一般競争

入札等については、 関係法令及びこ の入札説明書によ る も のと する 。  

 

１  公告日 令和８ 年５ 月１ ３ 日（ 水）  

 

２  業務の概要 

（ １ ） 契約件名 

上溝ま ちづく り センタ ーＬ Ｅ Ｄ 照明器具修繕 

（ ２ ） 業務内容、 契約期間等 

別紙契約書及び仕様書のと おり  

 

３  入札参加に必要な資格に関する 事項 

入札に参加する こ と ができ る 者は、 次に掲げる 条件をすべて満たし ている も のと する 。  

（ １ ） 地方自治法施行令（ 昭和２ ２ 年政令第１ ６ 号。 以下「 政令」 と いう 。） 第１ ６ ７ 条の４ の規定

に該当し ない者である こ と 。  

（ ２ ） 公告日現在、相模原市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱（ 平成８ 年４ 月１ 日施行） に基

づく 指名停止期間中でないこ と 。  

（ ３ ） 参加する 者が個人である 場合には、その者が、相模原市暴力団排除条例（ 平成２ ３ 年相模原市

条例第３ １ 号。 以下「 市暴力団排除条例」 と いう 。） 第２ 条第４ 号に規定する 暴力団員等（ 以下

「 暴力団員等」 と いう 。） と 認めら れないこ と 、 又は、 法人等（ 法人又は団体をいう 。） である 場

合には、 同条第５ 号に規定する 暴力団経営支配法人等と 認めら れないこ と 。  

（ ４ ） 神奈川県暴力団排除条例（ 平成２ ２ 年神奈川県条例第７ ５ 号。 以下「 県暴力団排除条例」 と い

う 。） 第２ ３ 条第１ 項に違反し たと 認めら れないこ と 。  

（ ５ ） 県暴力団排除条例第２ ３ 条第２ 項に違反し たと 認めら れないこ と 。  

（ ６ ） 市暴力団排除条例第７ 条に規定する 暴力団員等と 密接な関係を有する と 認めら れないこ と 、

又は参加する 者の支店若し く は営業所（ 常時業務の契約を締結する 事務所をいう 。）の代表者が、

暴力団員等と 密接な関係を有する と 認めら れないこ と 。  

（ ７ ） 入札日前日現在、 相模原市契約規則（ 平成４ 年相模原市規則第９ 号。 以下「 契約規則」 と い

う 。） に基づく 令和７ ・ ８ 年度競争入札参加資格者と し て登録さ れている こ と 。  

（ ８ ） 別紙「 入札案件概要書」 に定める 参加条件に該当する こ と 。  

（ ９ ） 会社更生法（ 平成１ ４ 年法律第１ ５ ４ 号） に基づき 更生手続開始に申立てがなさ れている 者

（ 更生手続開始の決定を受けている 者を除く 。） 又は民事再生法（ 平成１ １ 年法律第２ ２ ５ 号）

に基づき 再生手続開始の申立てがなさ れている 者（ 再生手続開始の決定が確定し ている 者を除

く 。） でないこ と 。  
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（ １ ０ ） 事業協同組合が申請する 場合、当該組合の組合員は申請でき ない。こ の場合、事業協同組合

は組合の組合員を示す名簿を提出する こ と 。  

 

４  問合せ先及び契約条項を示す場所 

〒252-5277 相模原市中央区中央２ 丁目１ １ 番１ ５ 号 

相模原市 中央区役所区政策課 

電 話 ０ ４ ２ －７ ６ ９ －９ ８ ０ ２ （ 直通）  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ２ －７ ５ ７ －２ ９ ４ １  

ホームページ URL ht t ps: //www. ci t y. sagami hara. kanagawa. j p/ 

 

５  入札参加の手続に関する 事項 

入札参加者は、 次のと おり 書類を提出する こ と 。  

（ １ ） 提出書類 

ア 競争参加資格確認申請書（ 別紙）  

イ  同種業務実績調書（ 別紙）  

※ 同種業務を履行し たこ と がわかる 契約書の写し 等を添付 

（ ２ ） 提出方法及び提出期限 

郵便での提出を可能と する 。 郵便提出の場合は、 必ず簡易書留又は一般書留郵便にて提出期

限必着と し 、 郵送し た日に「 ４  問合せ先及び契約条項を示す場所」 ま で必ず電話連絡する こ

と （ 日曜日、 土曜日及び祝日を除く 毎日午前８ 時３ ０ 分から 正午ま で及び午後１ 時から 午後５

時ま で）。 なお、 提出期限は５ 月２ ０ 日（ 水） 必着と する 。  

（ ３ ） 提出場所 

提出先（ 郵送先）  

「 ４  問合せ先及び契約条項を示す場所」 に提出又は郵送する こ と 。  

（ ４ ） 入札参加資格の有無については、 ファ ク シミ リ によ り 通知する 。  

（ ５ ） 入札参加者は、 提出さ れた書類に関し 説明を求めら れた場合は、 こ れに応じ る こ と 。  

（ ６ ） 競争参加資格確認通知書発行期間は、 別紙「 入札案件概要書」 のと おり 。  

 

６  入札・ 開札の日時等に関する 事項 

本入札は、 次のと おり 郵便入札で実施する 。 入札・ 開札の日時は別紙「 入札案件概要書」 のと お

り と する 。  

（ １ ） 入札書は、「 簡易書留」 又は「 一般書留」 郵便にて送付する こ と 。  

提出期限は６ 月２ 日（ 火） 必着と する 。  

（ ２ ） 別紙の入札書を使用し 、「 く じ 番号」 欄には「 ０ ０ ０ ～９ ９ ９ 」 ま での任意の数字を記入し 、

「 日付」 は開札日を記入する こ と  

（ ３ ） 入札書は、 二重封筒と し 、 入札書を中封筒に入れ密封の上、 中封筒には入札件名、 会社名、

担当者名等を記入し 、 外封筒には「 入札件名」「 入札書在中」 と 朱書し 、 送付する こ と 。  

（ ４ ） 郵送し た日に「 ４  問合せ先及び契約条項を示す場所」 ま で必ず電話連絡する こ と（ 日曜日、

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/


- 3 - 

土曜日及び祝日を除く 毎日午前８ 時３ ０ 分から 正午ま で及び午後１ 時から 午後５ 時ま で）。  

（ ５ ） 送付先は、「 ４  問合せ先及び契約条項を示す場所」 と する 。  

（ ６ ） 持参、 ファ ク シミ リ 、 電話その他の方法によ る 入札は認めない。  

（ ７ ） 入札執行回数は、原則と し て１ 回と する が、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないと き

は、 再度入札を１ 回行う 。 その場合は開札日から 起算し て７ 日（ 閉庁日を除く 。） 以内に再入札

通知書をファ ク シミ リ にて送付する 。  

なお、 １ 回目の入札に参加し なかった者、 無効な入札をし た者又は１ 回目の入札で失格と な

った者は再度入札に参加する こ と ができ ない。  

（ ８ ） 最低札が同額の場合は、く じ 引き によ り 決定と する 。く じ 引き の方法は別紙「 く じ 抽選の方法

について（ 郵便入札）」 のと おり と する 。  

 

７  入札参加資格の喪失に関する 事項 

（ １ ） 入札参加を認めら れた後、 入札書提出期限ま でに公告で定めた入札参加の資格を満たさ なく

なったと き は、 入札の参加資格を喪失する 。  

（ ２ ） 入札参加資格を喪失し た入札参加者は、 速やかに電話等で「 ４  問合せ先及び契約条項を示

す場所」 ま で連絡し 、 相模原市ホームページ「 申請書ダウ ンロ ード 」 に掲示し ている「 入札参加

資格喪失届（ 様式１ ）」 を使用し て入札参加資格喪失届を作成し 、 ファ ク シミ リ によ り 提出する

こ と 。  

 

８  入札説明書（ 仕様書等） に関する 事項 

（ １ ）  入札説明書（ 仕様書等） は相模原市ホームページ「 入札・ 契約情報」 から ダウ ンロ ード 可。 

（ ２ ） ダウ ンロ ード によ り 配布する 仕様書等は積算用のため、それ以外の用途での使用・ 譲渡・ 再配

布は禁止する 。  

（ ３ ） 質問及び回答 

質問及び回答の期限は「 入札案件概要書」 のと おり 。  

※ 質問は、 相模原市ホームページ「 申請書ダウ ンロ ード 」 に掲示し ている「 質問回答書」 によ

り 作成し 、 ファ ク シミ リ によ り 提出する こ と 。  

※ 回答は、 全ての入札参加者にファ ク シミ リ によ り 送付する 。  

（ ４ ） 質問は、 上記（ ３ ） の方法で行う こ と 。 なお、 それ以外の方法によ る も のは受け付けない。  

 

９  入札保証金に関する 事項 

契約規則第８ 条第３ 号によ り 免除と する 。  

.  

１ ０  入札金額の記載に関する 事項 

（ １ ） 入札金額は、 履行期間全体の総額と する こ と 。   

（ ２ ） 入札者は、 消費税及び地方消費税に係る 課税事業者である か免税事業者である かを 問わず、

積算し た金額の１ １ ０ 分の１ ０ ０ に相当する 金額を入札金額と する こ と 。  

（ ３ ） 契約金額は入札金額の１ ０ ０ 分の１ １ ０ （ こ の額に１ 円未満の端数がある と き は、 端数金額
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を切り 捨てた金額） と する 。  

 

１ １  入札の無効に関する 事項 

次のいずれかに該当する 場合は無効と する 。  

（ １ ） 政令第１ ６ ７ 条の４ に定める 入札参加資格のない者がし た入札 

（ ２ ） 契約規則第１ ６ 条に該当する 入札若し く は同規則に違反し た入札 

（ ３ ） 次に掲げる 不備があった紙入札書 

ア 入札者等の記名がないも の 

イ  金額を訂正し たも の又は金額の記載が不鮮明なも の 

ウ  誤字・ 脱字等によ り 意思表示が不明瞭なも の 

エ 案件名の記載がないも の 

オ 「 ６  入札・ 開札の日時に関する 事項」（ １ ） の期限ま でに到達し ないも の 

カ 封筒に入札書を２ 通以上入れたも の 

キ 「 ６  入札・ 開札の日時に関する 事項」（ １ ） で記し た書留郵便で送付し ていないも の 

ク  「 ６  入札・ 開札の日時に関する 事項」（ ３ ） で記し た二重封筒にし ていないも の 

ケ その他事前に示し た項目の記載が漏れている も の 

 

１ ２  落札者の決定方法に関する 事項 

（ １ ） 予定価格の範囲内で、 最低の価格をも って入札し た者を落札者と する 。  

（ ２ ） 原則と し て、 落札者の決定は開札日と する 。  

（ ３ ） 最低札が同額の場合は、 く じ 引き によ り 決定と する 。  

（ ４ ） 入札執行回数は、原則と し て１ 回と する が、開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないと き

は、 再度入札を１ 回行う 。 その場合は開札日から 起算し て７ 日（ 閉庁日を除く 。） 以内に再入札

通知書を発行する 。  

なお、 １ 回目の入札に参加し なかった者、 無効な入札をし た者又は１ 回目の入札で失格と な

った者は再度入札に参加する こ と ができ ない。  

（ ５ ） 落札者決定通知書はファ ク シミ リ によ り 通知する 。  

 

１ ３  契約保証金に関する 事項 

原則と し て、 契約金額の１ ０ ０ 分の１ ０ 以上を契約時ま でに納付する こ と 。 ただし 、 契約規則

第３ ４ 条の規定に該当する 場合、 契約保証金を免除でき る も のと する 。  

 

１ ４  入札の中止等に関する 事項 

（ １ ） 入札を公正に執行する こ と ができ ないと 判断し たと き は、 入札を中止、 延期又は取消し をす

る 。  

（ ２ ） 開札し た後であっても 、地方自治法（ 昭和２ ２ 年法律第６ ７ 号） 第２ ３ ４ 条第５ 項の規定によ

り 契約が確定する 前に、 発注者によ る 、 入札執行手続き の誤り 又は入札公告や仕様書の誤り が

原因で、 入札の公正性が損なわれている こ と が判明し た場合には、 入札を取消し と する こ と が
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ある 。  

（ ３ ） 入札参加者がない入札については、 中止と する 。  

（ ４ ） 入札を中止、 延期又は取り 消し た場合は、 その旨を入札参加者全員に通知する 。  

（ ５ ） 入札が中止、 延期又は取消し と なった場合、 入札のために要し た費用を相模原市に請求する

こ と はでき ない。  

 

１ ５  支払方法に関する 事項 

別紙契約書及び仕様書のと おり 検査・ 検収終了後、 請求に基づき 支払う 。  

 

１ ６  開札に立ち会う 者に関する 事項 

入札者の立会いは要し ない。  

 

１ ７  異議の申立て 

公告、 入札案件概要書及び入札説明書等についての不知又は不明を理由と し て、 入札後に異議

を申し 立てる こ と はでき ない。  

 

１ ８  その他 

（ １ ） 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する 。なお、契約書の作成費用は落札者の負担と

する 。  

（ ２ ） 落札決定後、 契約締結ま での間に、「 ３  入札参加に必要な資格に関する 事項」 のいずれかを

満たし ていないと 認めら れる 場合には、 契約を締結し ない。  

（ ３ ） 談合に関する 情報が寄せら れた場合は、 相模原市談合情報対応マニュ アル（ 平成１ ６ 年６ 月

１ 日施行） によ る も のと する 。  

（ ４ ） こ の公告に規定のない事項については、「 相模原市契約規則」 によ る も のと する 。  

 

 

相模原市 中央区役所区政策課 

電 話 ０ ４ ２ －７ ６ ９ －９ ８ ０ ２  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ２ －７ ５ ７ －２ ９ ４ １  


